
平 成 ２ ８ 年 ８ 月 ８ 日 

消 防 庁 

  危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定 

める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令（案）に対する 

意見公募の結果及び省令の公布 

消防庁は、危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質

及び数量を指定する省令の一部を改正する省令（案）の内容について、平成 28 年６月 18 日

から同年７月 19日までの間、国民の皆様から御意見を公募したところ、１件の御意見をいた

だきました。意見公募においていただいた御意見の概要及び御意見に対する考え方を取りま

とめましたので公表します。また、意見公募の結果も踏まえ、当該省令を本日公布しました。 

１ 改正概要 

次の物質を消防活動阻害物質に指定するために、危険物の規制に関する政令別表第一及び同令

別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令を改正するものです。 

・ シアナミド及びこれを含有する製剤（シアナミド 10％以下を含有するものを除く。） 

２ 意見公募の結果 

危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指

定する省令の一部を改正する省令（案）について、平成 28 年６月 18 日から同年７月 19日まで

の間、意見を公募したところ、１件の御意見をいただきました。 

いただいた御意見の概要及び御意見に対する考え方については、別紙１のとおりです。 

【参考】 

「危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する 

  省令（案）に対する意見公募」 

 http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/06/280617_houdou_1.pdf 

３ 省令の公布 

消防庁では、意見公募手続の実施結果も踏まえて、危険物の規制に関する政令別表第一及び

同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令（平成 

28年総務省令第80号）を本日付けで公布しました。 

改正省令改め文      別紙２ 

改正省令新旧対照表   別紙３ 

（連絡先） 

消防庁危険物保安室  

担当：白石課長補佐、谷口、髙野 

T E L：０３－５２５３－７５２４（直通） 

F A X：０３－５２５３－７５３４ 

Mail：fdma.hoanshitsu@soumu.go.jp 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/06/280617_houdou_1.pdf
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【危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する

省令の一部を改正する省令（案）に対する御意見及び御意見に対する考え方】 

番号 御意見の概要 御意見に対する考え方 
意見提出を踏まえた

案の修正の有無

No.1 
この改正に賛成である。 御意見として承ります。 なし

○提出意見数：１件

※提出意見数は、提出意見者数としています。

※とりまとめの都合上、いただいた御意見は要約しております。

別紙１

909867
長方形
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鉛

四
十
四

三
塩
基
性
硫
酸
鉛

（

（

）

）

四
十
六

シ
ア
ナ
ミ
ド
鉛

四
十
五

シ
ア
ナ
ミ
ド
鉛

（

（

）

）

四
十
七

ス
テ
ア
リ
ン
酸
鉛

四
十
六

ス
テ
ア
リ
ン
酸
鉛

（

（
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）

）

四
十
八

鉛
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

四
十
七

鉛
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

（

（

）

）

四
十
九

二
塩
基
性
亜
硫
酸
鉛

四
十
八

二
塩
基
性
亜
硫
酸
鉛

（

（

）

）

五
十

二
塩
基
性
亜
り
ん
酸
鉛

四
十
九

二
塩
基
性
亜
り
ん
酸
鉛

（

（

）

）

五
十
一

二
塩
基
性
ス
テ
ア
リ
ン
酸
鉛

五
十

二
塩
基
性
ス
テ
ア
リ
ン
酸
鉛

（

（

）

）

五
十
二

二
酸
化
鉛

五
十
一

二
酸
化
鉛

（

（

）

）

五
十
三

塩
化
バ
リ
ウ
ム

五
十
二

塩
化
バ
リ
ウ
ム

（

（

）

）

五
十
四

カ
ル
ボ
ン
酸
の
バ
リ
ウ
ム
塩

五
十
三

カ
ル
ボ
ン
酸
の
バ
リ
ウ
ム
塩

（

（

）

）

五
十
五

水
酸
化
バ
リ
ウ
ム

五
十
四

水
酸
化
バ
リ
ウ
ム
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（

（

）

）

五
十
六

炭
酸
バ
リ
ウ
ム

五
十
五

炭
酸
バ
リ
ウ
ム

（

（

）

）

五
十
七

チ
タ
ン
酸
バ
リ
ウ
ム

五
十
六

チ
タ
ン
酸
バ
リ
ウ
ム

（

（

）

）

五
十
八

ふ
っ
化
バ
リ
ウ
ム

五
十
七

ふ
っ
化
バ
リ
ウ
ム

（

（

）

）

五
十
九

メ
タ
ホ
ウ
酸
バ
リ
ウ
ム

五
十
八

メ
タ
ホ
ウ
酸
バ
リ
ウ
ム

（

（

）

）

六

十

ピ

ロ

カ

テ

コ

ー

ル

及

び

こ

れ

を

含

有

す

る

五
十
九

ピ
ロ
カ
テ
コ
ー
ル
及
び
こ
れ
を
含
有
す

（

（

製
剤

る
製
剤

）

）

六
十
一

オ
ル
ト
フ
ェ
ニ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン

六
十

オ
ル
ト
フ
ェ
ニ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン

（

（

）

）

六
十
二

メ
タ
フ
ェ
ニ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン

六
十
一

メ
タ
フ
ェ
ニ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン
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（

（

）

）

六
十
三

ブ
ロ
ム
水
素
を
含
有
す
る
製
剤

六
十
二

ブ
ロ
ム
水
素
を
含
有
す
る
製
剤

（

（

）

）

六
十
四

ブ
ロ
ム
メ
チ
ル
を
含
有
す
る
製
剤

六
十
三

ブ
ロ
ム
メ
チ
ル
を
含
有
す
る
製
剤

（

（

）

）

六

十

五

一

―

ブ

ロ

モ

―

三

―

ク

ロ

ロ

プ

ロ

パ

ン

六

十

四

一

―

ブ

ロ

モ

―

三

―

ク

ロ

ロ

プ

ロ

パ

ン

（

（

及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

）

）

六
十
六

ほ
う
ふ
っ
化
水
素
酸

六
十
五

ほ
う
ふ
っ
化
水
素
酸

（

（

）

）

六
十
七

ほ
う
ふ
っ
化
カ
リ
ウ
ム

六
十
六

ほ
う
ふ
っ
化
カ
リ
ウ
ム

（

（

）

）

六
十
八

ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
を
含
有
す
る
製
剤

六
十
七

ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
を
含
有
す
る
製
剤

（

（

（

ホ

ル

ム

ア

ル

デ

ヒ

ド

一

％

以

下

を

含

有

す

る

（

ホ

ル

ム

ア

ル

デ

ヒ

ド

一

％

以

下

を

含

有

す

る

も
の
を
除
く
。
）

も
の
を
除
く
。
）
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）

）

六
十
九

メ
タ
バ
ナ
ジ
ン
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
及
び

六
十
八

メ
タ
バ
ナ
ジ
ン
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
及
び

（

（

こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

）

）

七
十

メ
チ
ル
ア
ミ
ン
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製

六
十
九

メ
チ
ル
ア
ミ
ン
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製

（

（

剤

（

メ

チ

ル

ア

ミ

ン

四

〇

％

以

下

を

含

有

す

る

剤
（
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
四
〇
％
以
下
を
含
有
す
る

も
の
を
除
く
。
）

も
の
を
除
く
。
）

）

）

七
十
一

二
―
メ
チ
リ
デ
ン
ブ
タ
ン
二
酸
（
別
名

七
十

二
―
メ
チ
リ
デ
ン
ブ
タ
ン
二
酸
（
別
名
メ
チ

（

（

メ

チ

レ

ン

コ

ハ

ク

酸

）

及

び

こ

れ

を

含

有

す

る

レ
ン
コ
ハ
ク
酸
）
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

製
剤

）

）

七
十
二

硫
酸
を
含
有
す
る
製
剤
（
硫
酸
六
〇
％

七
十
一

硫
酸
を
含
有
す
る
製
剤
（
硫
酸
六
〇
％

（

（

以
下
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

以
下
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

）

）

七

十

三

り

ん

化

亜

鉛

を

含

有

す

る

製

剤

（

り

ん

七
十
二

り
ん
化
亜
鉛
を
含
有
す
る
製
剤
（
り
ん

（

（

化
亜
鉛
一
％
以
下
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。)

化
亜
鉛
一
％
以
下
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。)
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